
５ 西 財 第 2 5 7 号 

令和６年３月１３日 

 

入札参加資格者 様 

 

西尾市長 中 村  健 

（ 公 印 省 略 ） 

 

あいち建設情報共有システムの試行導入について（通知） 

 

西尾市が発注する建設工事において、受発注者間の生産性の向上を図るため、令

和6年4月1日以降に公告等を行うものから「あいち建設情報共有システム」を試行導

入します。 

 

記 

 

１ あいち建設情報共有システムとは 

受発注者間の工事打合せ簿など工事書類や電子成果品をインターネット上の

システムを利用して提出し、生産性の向上や働き方改革を支援するツールです。

（公財）愛知県都市整備協会が運営しています。 

 

２ スケジュールについて 

 令和 6年度から、各課工事数件程度を試行導入します。 

 

３ 特記仕様書について 

 試行導入時に実施する工事の仕様書に以下の条項を記載します。 

 

（情報共有システムの試行） 

第 ○○ 条 本工事は情報共有システム利用に試行対象工事とする。 

2 本工事で利用するシステムは次のとおりとする。 

(1) システム名：あいち建設情報共有システム 

(URL:https://www.aichi-toshi.or.jp/akjs-ps) 

(2) 運営者：公益財団法人愛知県都市整備協会（問合せ先：052-756-0032） 

      3 「愛知県情報共有運用ガイドライン」に基づき実施すること。 

   4 前項の規定に関わらず、当該システムの利用方法等に関し疑義が生じた場  

    合は、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。 

 

４ 利用料金について 

設計図書の共通仮設費（技術管理費）に含まれているため、原則、全額受注者負

担となります。 

 



工事請負額区分（円）（税込） 利用料（円） 

2,500千円未満 30,000(税込 33,000) 

2,500千円以上 5,000千円未満 35,000(税込 38,500) 

5,000千円以上 7,500千円未満 45,000(税込 49,500) 

7,500千円以上 10,000千円未満 50,000(税込 55,000) 

10,000千円以上 25,000千円未満 65,000(税込 71,500) 

25,000千円以上 50,000千円未満 90,000(税込 99,000) 

50,000千円以上 75,000千円未満 110,000(税込 121,000) 

75,000千円以上 100,000千円未満 145,000(税込 159,500) 

100,000千円以上 200,000千円未満 185,000(税込 203,500) 

200,000千円以上 300,000千円未満 260,000(税込 286,000) 

300,000千円以上 1,000,000千円末満 330,000(税込 363,000) 

1,000,000千円以上 560,000(税込 616,000) 

 

（連絡先 総務部財政課契約検査担当 直通電話 0563-65-2163） 


